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雲
南
市
で
は
医
療
機
関
に
お
い

て
人
工
透
析
を
受
け
て
い
る
身
体

障
害
者
に
対
し
て
、
人
工
透
析
の

た
め
通
院
す
る
際
の
通
院
費
の
一

部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

現
在
こ
の
通
院
費
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方
は
、
受
給
期
間
が
６
月

30
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、�
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を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
届
け
で
７
月
か
ら
翌
年
６

月
分
ま
で
の
支
給
認
定
の
決
定
が

行
わ
れ
ま
す
。
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最
寄
り
の
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

又
は
健
康
福
祉
部
長
寿
障
害
福
祉
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・
印
鑑

・
身
体
障
害
者
手
帳

・
平
成
18
年
１
月
１
日
以
降
に
転

入
さ
れ
た
方
は
、
平
成
18
年
度
所

得
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
わ
か
る
も
の

※
申
請
書
類
は
窓
口
に
あ
り
ま
す
。
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雲
南
市
に
お
住
ま
い
の
身
体
障

害
者
手
帳
を
所
持
す
る
方
で
あ
っ

て
、
現
に
通
院
に
よ
り
人
工
透
析

を
受
け
て
い
る
方

た
だ
し
、
対
象
者
が2
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・
雲
南
市
に
住
所
を
有
し
な
い

・
前
年

(

１
月
か
ら
６
月
の
通
院

費
に
関
し
て
は
前
々
年)

中
の
所

得
に
つ
い
て
所
得
税
が
課
税
さ
れ

て
い
る

・
医
療
機
関
の
自
家
用
車
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
る
送
迎
を

受
け
て
通
院
し
て
い
る

・
医
療
機
関
へ
の
通
院
に
要
す
る

交
通
費
に
つ
い
て
、
他
の
公
的
扶

助
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
き

$
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医
療
機
関
へ
の
交
通
費

(

身
体

障
害
者
手
帳
所
持
者
に
か
か
る
運

賃
割
引
制
度
を
利
用
し
て
公
共
交

通
機
関
を
利
用
し
た
場
合
の
運
賃

を
基
準
と
す
る)

に
10
分
の
５
を

乗
じ
て
得
た
額
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気
温
・
湿
度
が
高
く
な
り
食
中

毒
が
発
生
し
や
す
い
季
節
を
迎
え

ま
す
。
次
の
こ
と
に
十
分
に
気
を

つ
け
て
食
中
毒
を
予
防
し
ま
し
ょ

う
。
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私たちは､ 雲南市のまちづくりを応援しています｡
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毎年この時期､ 多くの人を魅了している赤川ほたる｡ 赤川ほたる保存会では､ 今年も

ほたる観賞バスを次の日程で運行します｡

ご家族連れやグループで､ 川のほとりに無数のほたるが乱舞する幻想的な風景を楽し

みませんか？

�	 
 ６月９日 (土)､ 15日 (金)
※２日とも神楽鑑賞ができます｡
※天候により運行を中止する場合があります｡

���� 19:00 (受付は18:30～)

����� 健康ランドゆとりの里駐車場

(大東町中湯石222�3)

�� � 大人 (高校生以上) 700円

小人 (小中学生) 500円

幼児 (幼稚園以下) 無 料

�� � 52名 (要予約)

������ 赤川ほたる保存会事務局
���� 電話43�8164
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本
年
度
の
個
人
住
民
税

(

市
民

税
、
県
民
税)
を
課
税
し
ま
す
。

住
民
税
の
納
期
は
、
６
月
、
８

月
、
10
月
お
よ
び
翌
年
１
月
の
年

４
回
で
す
。
口
座
振
替
を
選
択
さ

れ
た
方
は
、
各
期
の
末
日
が
振
替

日
で
す
の
で
、
指
定
口
座
が
残
高

不
足
に
な
ら
な
い
よ
う
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
た
だ
し
、
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
の
方
は
、
６
月
か
ら
給
料
天
引

に
よ
る
納
付
と
な
り
ま
す
。
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平
成
19
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る

主
な
改
正
内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。
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国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
に

よ
り
所
得
割
の
税
率
が
変
わ
り
ま

し
た
。
所
得
の
多
い
少
な
い
に
か

か
わ
ら
ず
、�

�
)
�
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�
G
�
U
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と
な
っ
て
い
ま
す
。
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所
得
税
よ
り
住
民
税
の
方
が
、

基
礎
控
除
や
扶
養
控
除
等
の
人
的

控
除
額
が
低
く
定
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
同
じ
所
得
金
額
で
も
、

課
税
所
得
金
額
は
住
民
税
の
方
が

所
得
税
よ
り
も
大
き
く
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
個
々
の
納
税
者
の

人
的
控
除
の
適
用
状
況
に
応
じ
て
、

住
民
税
の
所
得
割
額
か
ら
一
定
の

額
を
控
除
す
る
調
整
控
除
が
設
け

ら
れ
ま
す
。
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昭
和
15
年
１
月
２
日
以
前
生
ま

れ
で
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１

２
５
万
円
以
下
の
人
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
減
額
さ
れ
ま
す
。

平
成
20
年
度
分
か
ら
は
全
額
課

税
に
な
り
ま
す
。
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平
成
19
年
度
か
ら
定
率
控
除
は

廃
止
に
な
り
ま
し
た
。
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雲
南
地
域
に
お
い
て
、
県
の

『

巡
回
女
性
相
談』
が
、
出
雲
児

童
相
談
所
主
催
で
下
の
表
の
と
お

り
実
施
さ
れ
ま
す
。

当
日
は
、
松
江
地
方
法
務
局
雲

南
支
局
の
特
設
人
権
相
談
も
あ
わ

せ
て
実
施
さ
れ
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
す
の
で
お
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
雲
南
市
内
で
開
催
さ
れ

る
定
期
的
な
相
談
日
も
あ
り
ま
す

の
で
、
出
雲
児
童
相
談
所

(

０
８

５
３
�21
�８
７
８
９)

に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〈
定
期
的
な
相
談
日
の
開
設
〉

【
日
時
】

毎
月
第
１
、３
水
曜
日(

月
２
回)

午
前
10
時
〜
午
後
３
時
ま
で

【
場
所
】

島
根
県
東
部
福
祉
事
務
所

※
実
施
日
前
日
ま
で
に
予
約
が
必

要
で
す
。
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均等割
(市民税) 2,000円

均等割
(県民税) 1,100円

所得割
(市県民税)

３分の１を
減額
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私たちは､ 雲南市のまちづくりを応援しています｡
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/01)234

平成19年１月１日に雲南市内に住所が
ある人

50*)678�9

�生活保護法によって生活扶助を受け
ている人

�障害者､ 未成年者､ 寡婦又は寡夫で
前年の合計所得金額が125万円以下の
人

�前年の合計所得金額が一定の基準以
下の人

:0;<=>

市 民 税 3,000円
県 民 税 1,500円※

計 4,500円
?0�@=> (前年中の所得金額を基礎と
して市民税６％､ 県民税４％の利率によ
り計算)
(所得金額－所得控除額)×税率－税額控除等

※ 県民税のうち500円は ｢水と緑の森づくり税｣ です｡

A B C 	 A B D �  �
６/１ (金) 農村環境改善センター (赤来) 10：00～15：00
６/13 (水) 地域福祉センター (大東) 10：00～15：00
７/27 (金) まめなかセンター (掛合) 9：00～13：00
８/23 (木) さつき会館 (頓原) 10：00～15：00
９/６ (木) カルチャープラザ仁多 (仁多) 10：00～15：00
９/７ (金) ふるさとセンター (吉田) 10：00～15：00
12/４ (火) 三刀屋総合センター (三刀屋) 10：00～13：00
12/６ (木) ラメール (加茂) 9：00～12：00

Ｈ20 ３/11 (火) チェリヴァホール (木次) 10：00～15：00
３/13 (木) 横田コミュニティセンター (横田) 10：00～15：00
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